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第�部の概説にあるように，被害の大きかった地域には都市計画事業が指定
され，地震後わずか2か月，1995年3月17日に計画決定された．4市1町の15地

区（約250ha）には区画整理事業が決定された．被災住民の合意をほとんど得な

いままの決定に，森南地区の組織だった運動をはじめ多くの人びとが反対の声

を上げた．それから，1年半余り，各地各町で事業に反対し，あるいは修正し，

あるいは具体化する活動が展開していった．それは，人がそれぞれ個性を異に

するように，各地各町で多様な現れ方を示している．

第1章「総合的施策と復興まちづくりの発展」（三輪ほか）は，尼崎市築地地

区の事例を考察したものであるが，ほかの地区には例をみない2つの特徴をあ

きらかにしている．ひとつは，市は2月に事業指定の打診を地元にたいして行

ったが，地元の3つの社会福祉協議会を中心に結成された「復興委員会準備

会」が「築地地区の復興を考えていく必要は認めつつも，地元が対応できる時

間的余裕が必要である」と結論を下したことを尊重し，3月17日の都市計画決

定を行わず，議論を重ねて8月に都市計画決定を行ったことである．市のこれ

までの区画整理事業の経験を活かし，被災地特別措置法が2年間は建築制限を

かけることができるとしていることを活用した対応であった．2つは，住宅に

ついての施策を含まない区画整理事業にたいして，住宅地区改良事業を合併施

行したことである．これらによって，その後の12月には事業認可が行われるな

どスムーズな展開をみせている．

第2章「住宅・生活再建と『共同プロジェクト』」（木村ほか）は，長田区御管

地区の事例を調査したものであるが，大規模な共同再建のプランが専門家の協

力でつくられ関係住民との検討が進められている過程をとらえている．区画整

理事業は，道路と公園の改善を主目的としており，住宅とまちなみを同時に改

善していくことが切実に求められつつも，その手立てが整えられておらず非常

に困難な状況にある．そういうなかでまち全体の共同再建を計画した希有の事

例である．その展開は順調ではないが，この地区は，地元のある企業主がバッ

クアップする復興ボランティアセンターが多様なまちづくり活動を展開してい

ることでも個性的である．

第3章「淡路島における区画整理事業の混迷」（浦野）は，北淡町富島地区を

事例としたものであるが，そこでは震災前に町政から区画整理事業が提案され
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ていたが充分な議論がないままに，震災後に一気に計画決定にいたったために

住民の反発は極めて強く，厳しい対立状態が続いている．若年層の流出と高齢

者の滞留という面で都市部のインナーシティと共通の課題を抱えながら，明石

海峡大橋の開通のなかでの農村地域振興の方向を模索する姿がある．

4市1町の15事業地区にわたる区画整理事業の進捗状況を仮換地率にみると，

85％以上ともっとも進んでいるのが3地区，50ないし70％が2地区，39％以下

が10地区となっている（安藤 1998）．遅れている地区が圧倒的に多い．

遅れている原因を考えると，まず，区画整理事業という事業のあり方に起因

するものがある．道路を生活道路は6m幅を基本として，都市計画道路は大幅

に拡幅し，各所に公園を配置するために，地区居住者が土地を大幅に削られね

ばならない（減歩，通常の減歩率は20％台になることが多い）とするところに基

本的な問題がある．都市計画道路は買い上げで，生活道路は自動車交通と不法

駐車が増える6m幅に画一化せずに5mや4.5mなど住民による検討を重視すべき

であり，公園は都市計画として行政の責任で進めるべきである．こうすればお

のずと減歩率は下がってくるし合意も形成しやすいはずである．従来から，行

政は減歩の正当性を「利用増進による地価の上昇」に求めているが，そこにも

基本的な問題がある．つぎに，震災復興の事業として区画整理事業を適用した

仕方の問題がある．地震後の混乱が続く2月に計画を提案し，3月17日に決定に

もち込んだことは，住民の強い反発と深い不信感を生み出し，その後の事業の

進捗に暗い影を落とした．被災地特別措置法が制定され建築制限期間が2年間

に延長されていたにもかかわらず，尼崎市のような措置を神戸市をはじめ他市

町がなぜとらなかったかということは，今なお不明である．また，減歩率につ

いては10％へ緩和するという政策減歩がとられたことは有意義であったが，逆

に「緩和されているから」ということでその適用に当たって充分な説明がなく，

公平さをどう保証するかがないがしろにされることがあった．

さらに，社会学的な要因を考察すると，各地区には地域を代表する「まちづ

くり協議会」があり，また「考える会」「富島を愛する会」など有志の任意集

団があり，前者には行政による包摂，後者には行政による抑圧の対応が絡まっ

て複雑な関係を構成している．事業の進行が困難で遅れている地域では，行政

が「まちづくり協議会」など地域の代表性を有する組織をバックアップし支持
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するものの，それが充分に住民の総意を代表していない幹部中心の組織である

場合，取り残された住民が組織をつくってそれに対抗するか，あるいは個人が

個別の行政交渉において抵抗するか，という状況が生じて事業が停滞するので

ある．それにたいして比較的スムーズに展開している地区では，「まちづくり

協議会」がしっかりと存在している一方で，「考える会」など行政に対抗する

住民勢力が強く，行政と対等な交渉において要求を出し，その一定部分を実現

している場合である．「まちづくり協議会」の代表性と「考える会」などの交

渉力があいまって住民の前向きの努力を引き出していくのである．

しかし，神戸市や北淡町などの行政は事業の進行だけを追求する傾向にあり，

それがかえって住民の不信感を生んでいるので，震災4年の時点でのこの事業

の遅れはなおかなりの期間続きそうである．

このテーマにかかわる他の研究業績には，神戸大学社会学研究室の調査研究

などがある．
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